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申
し
込
み
資
格
な
ど
、
詳
し
く

は
募
集
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
【
募
集
の
種
類・対
象
】
①
ポ
イ

ン
ト
方
式
（
家
族
向
け
の
み
）
②

単
身
者
向
け
・
単
身
者
用
車
い
す

使
用
者
向
け・シ
ル
バ
ー
ピ
ア（
単

身
者
向
け
・
２
人
世
帯
向
け
）
③

事
業
再
建
者
向
け
定
期
使
用
住
宅

　
【
募
集
案
内
配
布
期
間
・
場
所
】

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
８

月
３
日
（
月
）
～　
日
（
火
）
に

１１

都
市
計
画
課（
市
役
所
５
階
）、上

の
原
・
ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各

連
絡
所
、東
部
地
域
セ
ン
タ
ー（
各

連
絡
所
、
東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で

は
①
②
の
み
配
布
）、都
庁
、都
内

各
市
区
役
所
・
町
村
役
場
、
東
京

都
住
宅
供
給
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
、

同
公
社
各
窓
口
セ
ン
タ
ー
で
配
布
。

な
お
、
都
庁
第
一
本
庁
舎
１
階
東

京
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
、
同
公
社

募
集
セ
ン
タ
ー
で
は
、
８
月
８
日

（
土
）・９
日
（
日
）
の
午
前
９
時

半
～
午
後
５
時
も
配
布
。
③
は
前

記
の
他
、
東
京
都
中
小
企
業
振
興

公
社・各
地
域
中
小
企
業
支
援
セ

ン
タ
ー
で
も
配
布
。全
て
の
申
込

書
な
ど
は
、
募
集
期
間
中
は
同
公

社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://www

.to-kousya.or.jp/

）
か
ら
も
取
得

で
き
ま
す

　
【
申
し
込
み
方
法
】
８
月　

日
１４

（
金
）
ま
で
に
（
必
着
）、
募
集
案

内
に
同
封
の
申
込
用
紙
・
封
筒
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
郵
送
を

　
詳
し
く
は
同
公
社
募
集
セ
ン
タ

ー
（
①
②
は
配
布
期
間
中
が
☎
０

５
７
０
・
０
１
０
８
１
０
、
そ
れ

以
外
は
☎
０
３
・
３
４
９
８
・
８

８
９
４
）
へ
。

　
「
マ
ル
都
医
療
券（
難
病
医
療
費

助
成
）」を
お
持
ち
の
方
で
、引
き

続
き
医
療
費
助
成
を
希
望
す
る
方

は
、
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

更
新
に
必
要
な
書
類
な
ど
は
都
か

ら
郵
送
さ
れ
ま
す
。
早
め
に
手
続

き
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

有
効
期
限
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、

医
療
費
助
成
が
受
け
ら
れ
る
の
は
、

手
続
き
を
し
た
日
か
ら
と
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
（
フ
ァ
ク
ス
４
７

５
・
８
１
８
１
）
へ
。

グリーンボックスへの収集日前の排出事例

学
校
な
ど
に
入
学
す
る
た
め
の
受

験
料
と
学
習
塾
な
ど
の
費
用
を
貸

し
付
け
ま
す

　
【
貸
付
限
度
額
】受
験
料
貸
付
金

＝
中
学
３
年
生
が
２
万
７
４
０
０

円
、
高
校
３
年
生
な
ど
が　
万
５

１０

０
０
０
円
▼
学
習
塾
等
貸
付
金
＝

中
学
３
年
生
お
よ
び
高
校
３
年
生

な
ど　
万
円

２０

　
※
い
ず
れ
も
上
限
額
。

　
【
利
用
で
き
る
方
】次
の
①
～
⑦

の
全
て
を
満
た
す
方

　
①
引
き
続
き
１
年
以
上
都
内
に

居
住
し
て
い
る
②　
歳
以
上
の
世

２０

帯
主
（
生
計
中
心
者
）
③
課
税
所

得
が　
万
円
以
下
ま
た
は
総
収
入

６０

が
２
６
０
万
円
以
下
（
１
人
扶
養

の
場
合
。
１
人
増
す
ご
と
に　
万
６０

円
加
算
）
④
預
貯
金
な
ど
の
保
有

　
都
で
は
受
験
生（
中
学
３
年
生・

高
校
３
年
生
）を
持
つ
世
帯
主（
生

計
中
心
者
）
に
対
し
、
学
習
塾
な

ど
の
費
用
や
受
験
費
用
に
つ
い
て

無
利
子
で
貸
し
付
け
を
行
い
ま
す
。

条
件
に
よ
り
、
返
済
も
免
除
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度

は
一
定
以
下
の
所
得
世
帯
の
方
が

利
用
で
き
ま
す
。

　
【
事
業
の
内
容
】現
在
、中
学
３

年
生
・
高
校
３
年
生
お
よ
び　
歳
２０

未
満
の
中
学
校
・
高
校
既
卒
者
、

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合

格
者
な
ど
が
高
校
・
大
学
・
専
門

資
産
が
６
０
０
万
円
以
下
⑤
土

地・建
物
を
所
有
し
て
い
な
い（
現

在
居
住
し
て
い
る
場
所
お
よ
び
不

動
産
所
得
を
得
て
い
な
い
土
地
・

建
物
を
除
く
。
た
だ
し
、
不
動
産

所
得
が
あ
っ
て
も
状
況
に
よ
り
対

象
と
な
る
場
合
あ
り
）
⑥
生
活
保

護
受
給
世
帯
で
な
い
⑦
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第

　
号
）
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す

７７

　
現
在
、
市
内
に
は
グ
リ
ー
ン
ボ

ッ
ク
ス
な
ど
の
ボ
ッ
ク
ス
類
を
設

置
し
て
い
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。

ボ
ッ
ク
ス
類
は
、
常
設
し
て
い
て

中
身
が
見
え
な
い
た
め
「
い
つ
で

も
何
で
も
捨
て
ら
れ
る
便
利
な
ご

み
箱
」
と
し
て
、
ご
み
を
投
げ
込

ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に
常
に

ご
み
が
入
っ
て
い
る
と
「
悪
臭
や

害
虫
が
発
生
す
る
」「
チ
ラ
シ
や
ダ

ン
ボ
ー
ル
な
ど
の
再
資
源
化
が
可

能
な
資
源
物
が
正
し
く
分
別
さ
れ

な
い
」「
他
の
地
域
や
事
業
系
の
ご

み
が
持
ち
込
ま
れ
て
し
ま
う
」「
ボ

ッ
ク
ス
の
底
板
が
腐
食
し
穴
が
開

い
て
し
ま
う
」
な
ど
の
原
因
と
な

り
ま
す
。

　
ボ
ッ
ク
ス
類
は
、
回
収
を
効
率

的
に
進
め
る
た
め
の
容
器
で
あ
り
、

「
ご
み
箱
」「
ご
み
の
保
管
容
器
」

と
し
て
設
置
し
て
い
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
収
集
日
ま
で
は
ご

み
を
自
宅
で
保
管
し
て
、
収
集
日

の
当
日
、
朝
９
時
ま
で
に
出
す
よ

う
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
市
内
で
は
ボ
ッ
ク
ス
を

利
用
せ
ず
に
、
袋
と
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
て
ご
み
を
出
す
「
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
方
式
」
で
収
集
を
行
っ
て
い

る
地
域
も
あ
り
ま
す
。
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
方
式
で
は
、
収
集
日
に
し
か

ご
み
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ボ
ッ
ク
ス
収
集
の
地
域
も
同
様
の

排
出
方
法
で
お
願
い
し
ま
す
。

　
収
集
日
ま
で
、
ご
み
を
自
宅
で

管
理
す
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

ご
み
の
減
量
や
資
源
物
の
分
別
に

つ
い
て
考
え
、「
収
集
日
を
守
る
」

「
排
出
場
所
、
方
法
を
守
る
」
と

い
う
基
本
的
な
マ
ナ
ー
の
順
守
に

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
　
詳
し
く
は
ご
み
対
策
課
☎
４
７

３
・
２
１
１
７
へ
。

　
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
・
障
害

者
福
祉
手
当・特
別
障
害
者
手
当・

障
害
児
福
祉
手
当
な
ど
の
受
給
資

格
に
係
る
所
得
制
限
限
度
額
は
、

８
月
以
降
も
据
え
置
か
れ
ま
す
。

　
【
所
得
制
限
限
度
額
】本
人
所
得

が
３
６
０
万
４
０
０
０
円
で
、
扶

養
親
族
な
ど
が
１
人
増
す
ご
と
に

　
万
円
を
加
算
し
ま
す
（
下
表
参

３８照
）
　
※
扶
養
親
族
な
ど
の
う
ち
、
老

人
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
老
人

扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
は
、
１
人

に
付
き　
万
円
を
加
算
し
ま
す
。

２５

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
・ 

障
害
者
福
祉
手
当

　
現
在
受
給
中
の
方
は
、
手
続
き

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
受

給
し
て
い
な
い
方
で
受
給
資
格
が

生
じ
た
方
は
、
障
害
福
祉
課
（
市

役
所
１
階
）
へ
申
請
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
受
給
中
に
施
設
に
入
所
、

ま
た
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利

用
す
る
場
合
は
同
課
へ
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
】心
身
障
害
者
福
祉
手
当

＝
市
内
に
住
所
が
あ
る　
歳
以
上

２０

で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
。
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

の
方
▽
愛
の
手
帳
１
～
３
度
の
方

▽
脳
性
ま
ひ
、
ま
た
は
進
行
性
筋

 
萎 
縮
症
の
方
。
た
だ
し
、　

歳
を

い

６５

超
え
て
新
た
に
障
害
者
に
な
っ
た

方
、
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
は

受
給
で
き
ま
せ
ん
▼
障
害
者
福
祉

手
当
＝
市
内
に
住
所
の
あ
る
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。
身

体
障
害
者
手
帳
１
～
４
級
の
方
▽

愛
の
手
帳
１
～
４
度
の
方
▽
脳
性

ま
ひ
、
ま
た
は
進
行
性
筋
萎
縮
症

の
方
。
た
だ
し
、
児
童
育
成
手
当

の
障
害
手
当
・
心
身
障
害
者
福
祉

手
当
を
受
け
て
い
る
方
と
施
設
に

入
所
し
て
い
る
方
は
受
給
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、　

歳
以
上
の
新
規

６５

手
帳
取
得
者
で
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
い
る
方
は
受
給
で

き
ま
せ
ん

特
別
障
害
者
手
当
・
障

害
児
福
祉
手
当
・
重
度

心
身
障
害
者
手
当

　
こ
の
手
当
を
継
続
し
て
受
給
す

る
た
め
に
は
、
前
年
の
所
得
状
況

（
所
得
制
限
限
度
額
の
変
更
な

し
）
や
支
給
要
件
な
ど
現
況
確
認

の
届
け
出
が
必
要
で
す
。
こ
の
届

け
出
が
な
い
と
、
今
年
の　
月
期

１１

分
か
ら
の
手
当
を
受
給
で
き
ま
せ

ん
。
受
給
し
て
い
る
方
に
は
現
況

届
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月
３

日
（
月
）
～　
日
（
月
）
に
同
課

３１

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
】特
別
障
害
者
手
当
＝　
２０

歳
以
上
で
身
体
・
内
部
ま
た
は
精

　
こ
の
た
び
、
次
の
通
り
人
権
擁

護
委
員
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽ 
小  
日  
向 
惠
美
子
（
任
期
＝
７
月

こ 
ひ 
な
た

１
日
～　
年
６
月　
日
）

３０

３０

　
詳
し
く
は
生
活
文
化
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
８
へ
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
基
本
的
人

権
を
擁
護
す
る
た
め
法
務
大
臣
が

委
嘱
し
た
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

す
。
人
権
侵
害
に
よ
る
被
害
者
の

救
済
や
地
域
の
皆
さ
ん
に
人
権
に

つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け

る
た
め
の
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。

る
暴
力
団
員
で
な
い

　
※
そ
の
他
、
連
帯
保
証
人
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
申
し
込
み
は　

年
２
月　

日

２８

１７

（
水
）
ま
で
に
、
福
祉
総
務
課

（
市
役
所
１
階
）
へ
。

　
※
申
請
書
は
２
月　
日
（
水
）

１０

ま
で
に
同
課
へ
受
け
取
り
に
来
て

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
福
祉
政
策
係
☎

４
７
０
・
７
７
４
１
へ
。

神
に
著
し
い
障
害
が
あ
り
、
身
体

障
害
者
手
帳
１
・
２
級
ま
た
は
愛

の
手
帳
１
・
２
度
程
度
の
障
害
が

重
複
し
て
い
る
在
宅
の
方
▼
障
害

児
福
祉
手
当
＝　
歳
未
満
で
、
身

２０

体
・
内
部
ま
た
は
精
神
に
著
し
い

障
害
が
あ
り
、
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
、
２
級
の
一
部
ま
た
は
愛
の

手
帳
１
・
２
度
程
度
の
方
。
申
請

に
は
医
師
の
専
用
様
式
に
よ
る
診

断
書
な
ど
が
必
要
で
す
▼
重
度
心

身
障
害
者
手
当
＝
重
度
の
心
身
障

害
の
た
め
常
時
特
別
な
介
護
を
必

要
と
す
る
方
▽
重
度
の
知
的
障
害

で
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す

る
方
▽
重
度
の
知
的
障
害
と
身
体

障
害
の
重
複
障
害
の
方
▽
重
度
の

肢
体
不
自
由
で
四
肢
機
能
が
失
わ

れ
座
っ
て
い
る
こ
と
が
困
難
な
方
。

た
だ
し
、
施
設
入
所
お
よ
び
３
カ

月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
方
に

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

　
※
各
手
当
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
方
は
同
課
へ
相
談
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
４
７
へ
。

障害者手当などの所得制限限度額表
扶養親族などの人数

所得の区分
５人４人３人２人１人０人

５５０万
４,０００円

５１２万
４,０００円

４７４万
４,０００円

４３６万
４,０００円

３９８万
４,０００円

３６０万
４,０００円所得本人

７３８万
８,０００円

７１７万
５,０００円

６９６万
２,０００円

６７４万
９,０００円

６５３万
６,０００円

６２８万
７,０００円所得扶養義務者など

人
権
擁
護
委
員
の
紹
介

マ
ル
都
医
療
券（
難
病
医
療
費
助
成
）

の
更
新
手
続
き
に
つ
い
て

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
・
障
害
者
福
祉
手
当
な
ど

受
給
資
格
の
所
得
制
限
限
度
額

が
据
え
置
か
れ
ま
す

受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援

貸
付
事
業

都
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す

ご
み
出
し
マ
ナ
ー
を

守
り
ま
し
ょ
う


